
参考資料 

（参考１）計画の位置付け 

１ 根拠法令 

計画名 根拠法令 呼び名 

障がい者計画 
障害者基本法 

第 11 条第 3 項 
しゃけいかく 

障がい福祉計画 
障害者総合支援法 

第 88 条第 1 項 
ふくしけいかく 

障がい児福祉計画 
児童福祉法 

第 33 条の 20 第 1 項 
じ ふくしけいかく 

 

２ 内容 

計画名 内容 

障がい者計画 

障がい者施策を総合的に展開するための基本的な方針を示し、
障がい者が地域で生きがいをもって豊かに生活できるよう、施策
全般に関わる理念や基本的な目標を定めた計画 

 
（計画期間 6 年：令和 3（2021）年度〜令和 8（2026）年度） 
 
→ 市…83 の施策により、計画を推進 

障がい福祉計画 国（厚生労働省）が定める基本方針に即した市町村の障がい福
祉サービスや障がい児支援等の提供体制の確保に関する目標や
サービス種類ごとの必要な見込量を定めた計画 

 
（計画期間 3 年：令和６（2024）年度〜令和８（2026）年度） 
 
→ 市…国の指針に基づき 17 の成果目標を設定し、計画を推進 

（自立支援協議会と連携・協議） 
障がい児福祉計画 

 
 
 



（参考２）進行管理と評価 

１ スケジュール 

（1）障がい者計画（6 年：R3～R8 年度） 

83 の施策により、計画を推進 

年度 
R3（2021） 

～R5（2023） 
R6（2024） R7（2025） R8（2026） 

内容 

事業評価 

（R2～4） 

事業評価（R5） 

事業評価（R6） 

次期計画策定 

事業評価（R7） 

次期計画策定 

 

（2）障がい福祉計画、障がい児福祉計画（3 年：R3～5 年度、R6～8 年度） 

市…国の指針に基づき 17 の成果目標を設定し、計画を推進 

年度 
R3（2021） 

～R5（2023） 
R6（2024） R7（2025） R8（2026） 

内容 

事業評価 

（R2～4） 

次期計画策定 

事業評価（R5） 

事業評価（R6） 

次期計画策定 

事業評価（R7） 

次期計画策定 

 

２ 進行管理の流れ 

計画  

流れ 

障がい者計画 

障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 

①目標設定 各課で単年度ごとに設定 推進会議で決定 

②自己評価 各課で進捗状況を評価 福祉課で進捗状況を評価 

③第三者評価 推進会議で進捗状況を評価、意見拝聴（交換） 

④公表 ホームぺージで公表 

 


